
別 表 １ 

変更申請・変更報告区分 

 

項           目 変更申請 変更報告 関係機関への通知 備          考 

代表者・工場長等の変更 
 

 
○ 

 

 
代表者の変更には登記簿謄本を添付 

品質管理責任者の変更 
 

 
○ 

 

 
各指定基準に準じた資格書類の添付 

譲渡，合併等により地位を承継することによる変更 ○ 
 

 
○ 会社名の変更・法人登記事項証明書を添付  ※参照 

重要な設備の変更（設備の位置・改築・更新等）  ○ 
 

 
 工場立入調査にて確認 （図２参照） 

工場名等の変更（工場の名称，住所表示）  ○ ○  

自社管理工場の申請及び廃止 ○  ○ 砕石工場に限る（図３参照） 

社内規格の変更（製品の規格，原材料，品質管理

手法等重要な社内規格の変更） 

 

 
○ 

 

 
社内規格の新旧対照表，新社内規格の添付 

製品の追加 ○ 
 

 
○ 

指定基準に適合するための品質管理書類等， 

社内規格の新旧対照表，新社内規格の添付 

※「地位の承継」をした事実を登記法に基づく登記簿取得可能日または，上位法等の認可日から「２週間以内に」に提出すること。 

  上位法等とは，砕石では「採石法」等，再生砕石，アスファルト合材では「コンクリート廃材処理に関する関係法令に基づく届出の認可」等である。 

 

 

 



図 １  

指定申請（新規）の運用について 

 

 

                                                           

                                    

                                                             

                   準備                審査          審査 

        （事業者）      

  ・製造実績，品質管理試験結果など              ・製造設備，試験設備 

            の申請に必要なデータを準備する。             ・品質管理試験実施                        

               （約１年間程度，ただし                               

                 生コンクリート３ヶ月）                        

                                                         

  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前協議 指定申請 立会検査 指定工場承認 

・品質管理試験結果        

・製造実績（製造量及び出荷量）   

 

関係法令の確認書類等

協議に必要な書類を提

出する 



 図 ２  

重要な設備の改築に伴う工場指定基準の変更申請の運用について 

○重要な設備の改築に伴う変更申請の承認事務の効率化を図るため，手続きを下記のとおりとする。 

 時      間      軸 

現

設

備 

         県工事製品出荷 

 

 

 

新

設

備 

 

工場完成                     県工事製品出荷 

               ○ ○                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

申

請

手

続 

 

  

           事前協議   変更申請 工場立入り          変更承認  

○      ○ ○                  ○   

     試料採取 

管理ｾﾝﾀｰ試験            結果 

                ○               ○                

 

 

 

                         

 

            

 

 

 

 

管理センターでの試験結果に問題な

ければこの時点で新たに製造された

製品についての出荷も許可する。 

指定工場製品としての品質確認 

・砕石・再生砕石 ：ふるい分け試験，液性塑性試験，突き固め試験，修正 CBR，CBR試験，異物混入等 

・生コンクリート ：塩化物総量規制，スランプ試験，圧縮強度試験，空気量測定，ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物測定等 

・アスファルト合材：密度試験，ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出試験等 

・コンクリート製品：ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験，曲げ強度試験等 

※JIS規格製品は JISの試験をもって，管理ｾﾝﾀｰ試験結果として取り扱い変更承認する。 

 但し，確認のため，管理ｾﾝﾀｰでの試験自体は実施する。 



図 ３  

自社管理工場への変更申請の運用について 

○自社管理工場への変更申請の承認事務の効率化を図るため，手続きを下記のとおりとする。 

 

 時      間      軸 

 

現 

       ３ヶ月に 1 回の定期試験（管理センター） 

 

 

 

 

新 

 

                                          ３ヶ月に１回の自社管理試験と 

試験設備の導入    立入願い                            １年に 1 回の定期試験（管理センター） 

 ○  ○        ○                     

試験の訓練                  

 

 

 

 

 

 

 

申

請

手

続 

 

  

   事前協議     工場立入り                       変更申請 承認  

   ○        ○                        ○    ○   

  書類審査                                      書類審査 
自社管理試験結果収集は，原則６ヶ月以上，６回以上とする。 

              定期試験(管理センター)との同一試料での自社管理試験結果 

             は２回以上含まれること。  

            ○                        ○    

自社試験結果収集開始               自社試験結果収集完了 

 

                         

 

            

 

 

 

・立入り調査の結果，試験機器

の不備，試験技量が未熟な場

合は，再度立入り調査を実施

し確認する。 

・変更申請の書類審査の結

果，必要と判断される場合

は，再度の工場立入りや追

加資料の指示をする。 

・試験設備関係 

・新社内規格 

（承認日から適用） 

・試験結果取りまとめ 

（試験設備・試験技量等の確認） 

新たな試験設備 

・液性・塑性限界試験設備 

・突固めによる締固め試験設備 

・修正ＣＢＲ及びＣＢＲ試験設備 

・その他必要とする試験設備 


